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平成２２年度税制改正のポイント 
第４課 根本卓之 

 平成２２年度税制改正がありました。その中で、特に留意して頂きたいポイントをお知らせ致します。 
 

【法人税・所得税】 

 ○中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長 

  中小企業者が３０万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額３００万円を限度と

して、全額損金算入（個人の場合は必要経費に算入）を認める制度が、平成２３年度末まで２年間延長となり

ました。 
 

【法人税】 

 ○特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置（オーナー課税）の廃止 

  特殊支配同族会社がその業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除相当分を法人段

階において損金不算入とする制度が、平成２２年４月１日以後に終了する事業年度から廃止となりました。 
 

【資産税】 

 ○住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大 

  直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠が拡大されました。 

   現   行   ５００万円 

   平成２２年 １,５００万円 

   平成２３年 １,０００万円 

  但し、合計所得金額が２,０００万円以下の者に限られます。適用期限は、平成23 年12 月31 日までです。尚、

相続時精算課税制度も併用できます。 
 

  詳細につきましては、担当者までお問い合わせ下さい。 

 

雇用保険料率の改定について 
    第３課 鈴木 勉 

 平成22 年4 月1 日から雇用保険料率が下記の通り改定されました。 

 

事業の種類            保険料率               事業主負担率          被保険者負担率 
                 （改定前）    （改定後）          （改定前）   （改定後）         （改定前）   （改定後） 

一般の事業     11／1000 → 15.5／1000     7／1000 → 9.5／1000     4／1000 → 6／1000 

 
農林水産・         

清酒製造業    13／1000 → 17.5／1000      8／1000 → 10.5／1000    5／1000 → 7／1000 
 

建設業        14／1000 → 18.5／1000      9／1000 → 11.5／1000    5／1000 → 7／1000 

 

 ４月以降の給与計算及び労働保険の概算確定申告の際にはご留意下さい。 

 

次期経営計画の策定を実施しました 
  第１課 小野瀬一敏 

今回ご参加頂きましたのは、つくば市館野で

調剤薬局を経営されている、有限会社三島屋薬

局の取締役・成島俊策さんです。 

内容については、まず業界の動向を基に限界

利益率を設定、目標とする売上高を策定します。

次いで、人件費等の固定費、必要な設備投資等

を検討し次年度の予算を作成しました。 

完成した予算は、ＦＸ２に登録し、常に実績と

の対比をできるようにしておき、経営の意思決定

に役立つようにしてあります。 

 
（写真左から：成島さん、小野瀬） 

【成島さんからのコメント】 

 平成22年4月に調剤報酬改訂があり、経営面でも厳しさが増し対処法を模索中であります。この様な中、次期

予算の作成から月次収支のスピーディな処理が出来ることにより、目標の設定及び変更そして結果確認まで迅

速に行うことができ非常に助かっています。 

【担当者から一言】 

月次棚卸を毎月行い、正確な月次決算に取り組んでいらっしゃいます。 

適切な目標の策定と管理が経営には必要であることをいつも認識させてくれる経営者です。 
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 金融機関から転職して、早 30 年近くの月日が経ちました。この間、色々な経営者の方

と出会い、貴重な体験や勉強をさせて頂いています。 

 昨年、一念発起してファイナンシャルプランナー2 級に挑戦し、9 月になんとか合格す

ることができました。今後も、上級資格に挑戦していき、それが関与先の皆様に有益な情

報を提供できるものと考えています。 

 これからも宜しくお願い致します。 

[上司の一言] 

４課に異動になり一年が経ちます。とても明るい性格で、関与先の皆様をはじめ、周囲

の人からも大変に好かれています。今後、ファイナンシャルプランナーの資格を関与先の皆様に役立てていけ

るよう期待しています。                                             （第４課課長 金子賢一） 

 

 

＊＊＊関与先の皆様へ＊＊＊ 
 

 当事務所顧問・布川弁護士の法律相談を当事務所にて承ります。日程等につきましては、当事務所ホームペ

ージ「かわらばん ぬのかわ」をご覧下さい。 → ＨＰ  http://www.nunokawa.co.jp/ 

 

 

                                   編集後記 

確定申告の繁忙期を避け、かわらばんの発行時期をずらさせて頂きました。 

今回は、新年度の税制改正のうち、特に留意して頂きたいポイントを掲載しました。分かりやすい文章を心掛

けておりますが、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。                （髙橋毅志） 


